
※契約内容の詳細は、各担当課にお問い合わせ下さい。

令和6年8月契約分

NO 契約の名称 契約を締結した日
契約の相手方とした者

の名称及び住所
契約金額 随意契約の相手方の選定理由(適用条項) 担当課

1

令和6年度市単
公園管理事業平
尾山公園エスカ
レーター部品交
換修繕

令和6年8月8日

三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ
ｽﾞ㈱ 長野支店
長野市栗田2125番地
長栄長野東ビル4階

6,547,200円

　エスカレーターの稼働は安全性が第一であり、わずかな不具合で
も人命に係る事故につながる可能性が高いため、部品毎に定期的な
交換が必要となっている。
　当エスカレーターは三菱電機が製造しており、本修繕対象部品の
設計・製造・組付施工は、部品を製造した三菱電機しか施工するこ
とが出来ません。また、既存設備製造者に蓄積された設計製造施工
のノウハウは他社に提供されるものではありません。よって、三菱
電機製品の保守修繕を専門に行い、規格及び機器構成に精通し、部
品の製造及び、保守修繕業務全般を担っている県内唯一の業者であ
る左記業者を選定する。
(地方自治法施行令第167条の2第1項第2号)

公園緑地課

2
令和6年度佐久
市企業動向調査
分析業務

令和6年8月13日

(一財)日本立地セン
ター
東京都中央区日本橋
浜町二丁目61番9号

5,874,000円

　本業務は、佐久市の産業の実態を理解した上で企業の立地意向
ニーズ等を把握し、新たな企業誘致を戦略的に図っていくためのビ
ジョンを策定するものである。そのため、本調査の実施者は、本地
域の産業構造、産業立地の動向、企業誘致支援、産業用地開発手法
といった多岐にわたっての分野に知見を有している必要がある。
(一財)日本立地センターは、産業立地と地域振興に関わる総合的調
査研究機関として昭和36年に国や地方公共団体、産業団体によって
設立され、企業誘致活動、産業用地開発調査、産業立地に関する研
修事業、企業支援等を実施している団体(民法34条に基づく公益法
人)である。
　同財団は毎年8万社にアンケート調査、500社程度の企業ヒアリン
グを実施し、企業の立地に関する生きた情報を保持している。ま
た、全国の産業団地の現状及び各自治体の企業立地のための優遇措
置を取りまとめている。加えて、日本商工会議所、経団連、電気事
業連合会等の産業団体及び全国の産業支援機関に対して幅広いネッ
トワークを有しており、国内の大規模な新規投資の話題や立地決定
までの経緯などについての情報を収集している。
　以上のことから、最新の企業ニーズ調査から企業誘致活動の実
施、産業団地適地選定調査、地域の企業振興、農村産業法などの開
発手法に至るまで通じている組織を他にあげることは難しく、本業
務において適正かつ円滑で迅速な業務履行が可能となるため1社を選
定する。
(地方自治法施行令第167条の2第1項第2号)

商工振興課
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3

令和6年度佐久
市立小学校暖房
用温水ボイラー
点検整備及び燃
焼室内煤清掃業
務

令和6年8月9日

㈱日本サーモエナー
長野営業所
長野市青木島町青木
島乙829-4

1,452,000円

　本業務は、ボイラー本体の缶体内部に係る点検整備及び本体炉内
の清掃であり、本体の分解・組立が必要となる。設備の安全な運用
を確保するためには、製造業者の分解・組立・点検技術が必須であ
るため、本ボイラーの製造業者であり、設備の構造を熟知し、機能
品質を確保できる唯一の者であり、物品購入等入札(見積)参加登録
者名簿の役務2(保守・点検・整備)の「ボイラー保守点検」に登録が
ある次の業者を選定する。
(地方自治法施行令第167条の2第1項第2号)

教育施設課

4
令和6年度佐久
市立東小学校浄
化槽清掃業務

令和6年8月30日
浅間清掃㈲
鍛冶屋331-1

571,450円

　浄化槽汚泥処理については、佐久環境衛生組合において、し尿・
浄化槽汚泥の収集許可及び地区担当業者が定められているため、当
該地区を担当し、物品購入等入札(見積)参加登録者名簿の役務・業
務1(清掃・駆除・処理)のうち、汲み取り処理に登録のある唯一の者
である次の業者を選定する。
(地方自治法施行令第167条の2第1項第2号)

教育施設課

5
令和6年度佐久
市立東中学校浄
化槽清掃業務

令和6年8月30日
浅間清掃㈲
鍛冶屋331-1

523,600円

　浄化槽汚泥処理については、佐久環境衛生組合において、し尿・
浄化槽汚泥の収集許可及び地区担当業者が定められているため、当
該地区を担当し、物品購入等入札(見積)参加登録者名簿の役務・業
務１(清掃・駆除・処理)のうち、汲み取り処理に登録のある唯一の
者である次の業者を選定する。
(地方自治法施行令第167条の2第1項第2号)

教育施設課

6

令和6年度国民
健康保険システ
ム マイナン
バーカードと健
康保険証の一体
化対応に係る改
修業務

令和6年8月27日
㈱電算 佐久支社
猿久保742-3 秋山ビ
ル

4,952,200円 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) 国保医療課
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7
令和6年度富貴
の平別荘地水道
漏水修繕

令和6年8月1日
㈲双葉工業
望月828-2

803,000円

　水道施設は重要なライフラインであることから、緊急に修繕する
必要があるため、水道施設管理委託業者であり、建設工事等入札参
加登録者名簿の水道施設工事で登録のある望月地区の近在業者1社を
選定した。
(地方自治法施行令第167条の2第1項第5号)

望月支所
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